
ライセンス契約書 

 

1. 定義 

「コンテント」とは、KODOに含まれる、またはアクセス可能な内容のことを言う。 

「コンテントプロバイダー」とは、コンテント内で言及した関連企業、および調査要請の情報に関連するものである。 

「ギャップバスターグループ」とは、GAPbuster Ltd (UK registered company number 4697621), GAPbuster Worldwide 

Pty Ltd (ACN 071 857 424), GAPbuster China Co. Ltd (Chinese registered company number 1120353), GAPbuster 

Worldwide Malaysia SDN. BHD (Malaysian registered company number 1007285), GAPbuster Europe Ltd (UK registered 

company number 3889263), GAPbuster Systems Ltd (NZ registered company number 442352), GAPbuster Europe Ltd 

(NZ registered company 987204), GAPbuster Inc (US registered company number 3740574), GAPbuster Kabushiki 

Kaisha (Japanese registered company number 0104-02-027771), GAPbuster Asia-Pacific Ltd (NZ registered company 

number 11324) から成る集団であり、現在または将来的に存在する他協賛事業団体（会社法 2001（連邦法）の項

50AAAの意味の範囲内で）である。  

「知的財産」とは以下をすべて含む: 

(i) 登録されたか否かに関わらず、特許、商標、サービスマーク、デザインの権利、商品名と著作権であり、これら

が登録されたアプリケーション; 

(ii) 使用許諾に基づく権利およびこれらに関連する承諾; 

(iii) 世界のどこであってもこれらのいずれかに与える、類似の性質を持つ保護の他形態、または同様のまたは類似の

作用を持つものである。 

「KODO」 とは Apple iTunes Store、Play store、またはギャップバスターグループのウェブサイトよりダウンロード可

能な A&Wモバイルアプリケーションである。 

「ライセンス」とは本ライセンス契約の条項 2に基づき「あなた」に付与された使用許諾のことである。  

「ライセンス契約」とは、 本契約のことであり、条項 10に基づき何時でも翻案され、変更され、差し替えられるもので

ある。 

「ライセンサー」とはギャップバスターグループの関連社員のことである。 

「あなた」とは KODO使用者のことであり （KODOにアクセスしていなくとも）、「あなたの」はそれに対応する意味

を持つ。 

KODOのアクセスと使用は、本ライセンス契約に含まれる条件を準拠し、すべての適切な法令と規定に基づく。「あな

たの」国の法律を遵守する責任が「あなた」にはあることに同意する。 

本ライセンス契約に含まれる条件に合意しなかった場合、ライセンス契約に基づき「あなた」に与えられたライセンス

は「あなた」に対する通知一切なしに即時終結され、「あなた」は KODOの利用またはコンテントへのアクセスを即時

禁止される。 

2. 使用許諾規定 

ライセンサーは、「あなた」に KODOを使用する非独占的、非譲渡的権利を付与する。 

あなたのライセンスは、KODOや他コンテントに関連する財産権や所有権譲渡ではない。 

誤解を避けるために、本使用許諾規定に基づき「あなた」は以下の全てまたは一部をしてはならない: 



(i) KODOまたはコンテントの修正または複製; 

(ii) 営利目的または公共展示（商業的であろうとなかろうと）での KODOまたはコンテントの使用; 

(iii) KODOに含まれるまたはアクセス可能なソフトウェアの逆コンパイルやリバースエンジニアリング; 

(iv) コンテントから著作権またはその他所有権の表記を削除;  

(v) コンテントを誰かに譲渡したり、別サーバーに同じ内容で作成; 

(vi) KODOやコンテントにアクセスできるよう「あなたの」ライセンスの譲渡、割り当て 

 

3. プロファイル情報  

 

「あなた」が KODOにアクセスするのに使う機器の安全管理と KODOにアクセスするためのパスワードの守秘義務、同

様に KODO（UAID）をダウンロードした「あなたの」機器に指定された唯一のアプリケーション ID、または「あなた」

（場合による）が KODOにアクセスするために発行されたログイン IDの維持責任に同意し理解をする。「あなたの」

UAIDとログイン ID、パスワード(該当する場合)、同様に「あなた」がサインアップする際提供したあらゆる情報などが

「プロファイル情報」である。 

  

「あなた」がライセンサーにメールアドレスを提供した場合、「あなた」は我々からと、電子的、そしてメールアドレ

スから情報を共有したコンテントプロバイダーから、または第三者からの通知を受け取ることに同意する。「あなたの」

プロファイル情報を構成する住所や他詳細が変更になった場合、速やかにアップデートし変更しなければならない。 

  

「あなた」が自分のプロファイル情報の全部または一部が不正に使用されているのに気づいた場合、

privacy@gapbuster.comからライセンサーに通知することに同意する。 

 

4. データ収集 

プロファイル情報に加え、情報のピース、携帯機器やウェブブラウザ(場合による)からのデータ(これに限らないが「あ

なたの」時々の地理的位置と KODOを通してのコンテント提出の際の情報)を KODOが自動的に収集することを了承す

る。「あなた」はいかなるデータまたは携帯機器やウェブブラウザからの他情報収集に同意する。そして同様にライセ

ンサー、他ギャップバスターの社員のいかなる使用のために(第三者への公表と分析目的の未確認データのセット の一部

として商業化の目的を含むがこれに限らない)、送信することに同意する。 

 

5. 知的所有権 

KODOとコンテント（ウェブサイト上のソフトウェア、デザイン、テキスト、データ、アイコン、ロゴ、著作権、デザ

イン、商標、概念とグラフィックスを含む）に関するすべての知的所有権は、ギャップバスターグループ、コンテント

プロバイダー、彼らのライセンサーまたはこれら（場合によっては）系列会社に属する。「あなた」には属すものでは

ない。  

ライセンサーおよび各コンテントプロバイダーはすべての権利、財産権、権益を保持する：  

 

(i) ライセンサーと KODOに関するもの、 

 

(ii) 各コンテントプロバイダーに関するもの、コンテント、 

 

そして各事例におけるそれぞれの知的所有権である。 何もせずとも関連する、またはつながりのある KODOや他コンテ

ントの知的所有権は譲渡されず、そうでなくとも誰にもライセンスやこのような権利は譲渡されない。 

  

KODOおよびコンテントの知的所有権へ妨害や侵害をしないことに同意する。 

  

上記に関わらず、コンテント（たとえば、『報酬』）をダウンロード、保存、印刷することを KODOが許諾する場合、

そのコンテントを変更をしないならば、ダウンロード、保存、関連したコンテント条件に従って印刷することは、本条

項 5の違反とはならない。  
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6. 賠償責任制限  

各地域の法律で許容される範囲において: 

(i) KODOは「現状有姿」の状態で使用することを前提にライセンサーより提供されている。ギャップバスター

グループは、暗黙的な商業上の可能性の保証、特定用途に対する適合性、および侵害のないことを含め、明

示的もしくは非明示的ないかなる保証も行わない。法律に規定されている最大の範囲内での権利の違反を含

め、他のすべての保証を否認し無効とする。ギャップバスターグループは、KODOやコンテントにアクセス

または使用した際の正確さ、もっともらしい結果、信頼性の保証や異議申し立ては行わない。コンテントプ

ロバイダー間のいかなる契約の履行（または欠如またはその違反）に対しても、ギャップバスターグループ

は、決して責任を負うことはない； 

 

(ii) ライセンサーに対し防御、補償、免責することに同意する。ライセンサーの親、子会社、コンテントプロバ

イダー、それぞれの役員、取締役、従業員および代理店からの、または対する請求、損害賠償、義務、損失、

負債、経費または負債と費用（弁護士費用を含むが、これに限らない）で、それらは以下より発生するもの

である：(a) KODOの使用、コンテントへのアクセス；(b) 本ライセンス契約の違反行為； (c)第三者権利の

侵害、限定されないが、著作権、資産またはプライバシー権利を含む； (d) KODOの使用が原因で、または

関連して「あなた」が第三者に損害をもたらしたという請求。この防御と補償義務は、本ライセンス契約と

「あなた」の KODOの使用終了後も存続する。 

あなたが 18歳以上でありまたは未成年ではないこと、または法的保護者の同意を有していること、そして本ライセンス

契約で述べられる条項、条件、確約、契約、保証事項に締結する能力を有し、かつこれに準拠することを確約し保証す

ること。いずれにせよ、KODOは 13歳以下を対象としておらず、「あなた」が 13歳以上と確約し、保証することとな

る。万が一 13歳以下であった場合、「あなた」は KODOへのアクセスつまり使用は禁止される。 

「あなた」は本ライセンス契約の条項文の引用に含まれる語句をレビューする合理的な機会を与えられ、それに束縛さ

れているということを了承し同意する。 

ギャップバスターグループの各社員、KODO(コンテントプロバイダーを含む)と関係のある相手方は「あなたの」KODO

使用または使用能力不足から発生するいかなる損害（これらに限らないが、データや利益の損失、事業中断による影響）

に対し責任を負わないことを了承し同意する。ライセンサー、ギャップバスターグループ、またはギャップバスターグ

ループの社員で認可された代表者（口頭、書面に関わらず）に「あなた」が通知を行った状況下においてでもこの責任

制限はこのような損害の可能性に適用されることを了承し同意する。 

特定の法律が本ライセンス契約に含まれる責任制限への適用は（条項 6、7、8に含まれる）、「あなた」には適用され

ない場合や、限られた範囲でのみ適用されるよう制限される場合がある。これら責任制限は適用法令が許す最大の限度

でギャップバスターグループの各社員に適用される。 

7. 誤謬とアップデート 

KODOとコンテントは技術的、印刷的、写実的な誤謬を含む場合がある。 ギャップバスターグループの社員は、KODO

やコンテントの正確性、完全性、即時性に関し、表明や保証をしない。ギャップバスターグループの社員は「あなた」

が KODOやコンテントのアップデート、コンテントプロバイダーや他人物や企業がアップデートするのを保証するため

の措置をとることに一切の確約は行わない。 

8. 報酬 

ギャップバスターグループの社員は KODO上または KODOを通して報酬やインセンティブを提供する責任はない。各コ

ンテントプロバイダーはすべての報酬を提供する責任があり、報酬に関し質問や懸念、困難があった場合は関連するコ

ンテントプロバイダーに連絡をする。  



報酬に関連する「シェア」機能を使用することにより、「あなた」が電子的手段で報酬を送信し報酬を共有した受取人

の承諾を得ていることを了承し同意する。ギャップバスターグループの社員は「シェア」機能を使用し送信したメッセ

ージや報酬の内容に関し一切の責任を負わない。  

9. 終了 

本ライセンス契約は、「あなた」が項 2または 5で詳述されている明示的または黙示的な規制に違反した場合、即時自

動的に終了し、そうでない場合でも、いつでもいかなる理由においてもライセンサーによって終了させることができる。  

ライセンス終了と同時に、所有物(電子的、印刷形式に関わらず)からコンテントを永久的に削除、破棄しなくてはならな

い。必要であれば「あなた」が所有または管理する携帯機器から KODOをアンインストールする。 

10. 変更  

本契約における諸条件はライセンサーにより「あなた」へ事前の通知の必要なしにいつでも翻案、変更、または差し替

えられることを了承し同意する。ライセンサーが本ライセンス契約の条件を翻案、変更、または差し替える場合、これ

ら翻案事項は KODOモバイルアプリケーション、場合によってはライセンサーのウェブサイトによりアクセス可能とな

る。KODOを使用することにより「あなた」は本ライセンス契約の最新版に拘束されることに同意する。 

11. 準拠法 

KODOまたはライセンサーのウェブサイトに関連する要求は法規定の抵触に関係なく、オーストラリア ビクトリア州

法に準拠する。 

12. 個人情報保護方針 

個人情報はギャップバスターグループにとって重要である。ギャップバスターグループは、個人情報の収集、使用、保

管、通信、開示を規定するプライバシーポリシーを開発した。プライバシーポリシーはどのように「あなた」がこの情

報にアクセスし修正することができるのかを同様に展開している。プライバシーポリシーの最新版は

http://www.gbw.solutions/corpcontent/corpprivacy で入手できる。本ライセンス契約に基づきプライバシーポリシーは

「あなた」とのライセンサー契約の一部を構成しているが、時々翻案されるように、ギャップバスターグループの社員

は他人物や企業(コンテントプロバイダを含むがこれに限るものではない）の準拠に関する、裁判管轄権におけるプライ

バシー法の施行に一切の責任は持たない。 

 

 

 


